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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
お
よ
び
障
害
者
基
本
法
遵
守
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
人
選
の
責
任
を
負
う
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
の
行
政
機
関
に
お
け
る

障
害
者
雇
用
に
係
る
事
案
に
関
す
る
検
証
委
員
会
（
以
下
「
検
証
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
八
月

二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
公
務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
（
以
下
「
関
係
閣
僚
会
議
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
弁
護
士
な
ど
の
第
三
者
も
参
画
し
た
検
証
チ
ー
ム
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
同
年
九
月
七

日
に
開
催
さ
れ
た
公
務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
関
係
府
省
連
絡
会
議
（
以
下
「
連
絡
会
議
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
、
連
絡
会
議
の
下
に
検
証
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
等
と
併
せ
て
、
検
証
委
員
会
の
構
成
員
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
及
び
「
遵
守
に
つ
い
て
議
論
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
検

証
委
員
会
に
よ
る
検
証
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
検
証
委
員
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
検
証
委
員

一



会
の
会
議
に
つ
い
て
は
平
成
三
十
年
九
月
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
検
証
委
員
会
に
お
い
て
「
個
人
情
報
に
当
た
る
情
報
を
取

り
扱
う
こ
と
や
、
調
査
方
法
な
ど
途
中
段
階
で
の
率
直
な
意
見
交
換
が
難
し
く
な
る
こ
と
か
ら
、
会
議
は
非
公
開
」
と
、
検

証
委
員
会
に
よ
る
検
証
に
関
す
る
資
料
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
同
年
十
月
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
検
証
委
員
会
に
お
い
て「
個

々
の
職
員
の
具
体
的
な
障
害
の
内
容
や
程
度
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
報
告
書
及
び
議
事
要
旨
以
外
の
も
の
は

非
公
開
と
す
る
」
と
決
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

五
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
公
務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
以
下

「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
連
絡
会
議
等
に
お
い
て
必

要
な
検
討
が
進
め
ら
れ
た
上
で
、
同
年
十
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
連
絡
会
議
に
お
い
て
検
証
委
員
会
に
よ
る
検
証
結
果

も
踏
ま
え
て
「
公
務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
基
本
方
針
（
案
）
」
（
以
下
「
基
本
方
針
（
案
）
」
と
い
う
。
）

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
同
日
に
開
催
さ
れ
た
障
害
者
を
代
表
す
る
委
員
も
参
画
す
る
労
働
政
策
審
議
会
障
害
者
雇
用
分
科
会

（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
基
本
方
針
（
案
）
に
つ
い
て
の
報
告
が
な
さ
れ
た
後
、
同
月
二
十
三
日
に
開
催

さ
れ
た
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二



五
の
�
、
六
及
び
七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
、
「
そ
の
責
任
を
負
う
」
、
「
遵
守
に
つ
い
て
議
論
」
、
「
遵
守
す
べ
く
協
議
」
及
び
「
今

後
の
公
務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
本
方
針
の
策
定
に

当
た
っ
て
は
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
連
絡
会
議
に
お
い
て
障
害
者
団
体
等
か
ら
御
意
見
を
伺
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
同
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
た
分
科
会
に
お
い
て
障
害
者
を
代
表
す
る
分
科
会
委
員
か
ら
も
御
意
見

を
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
五
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
基
本
方
針
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
月
二
十
二
日

に
開
催
さ
れ
た
分
科
会
に
お
い
て
基
本
方
針
（
案
）
の
報
告
が
な
さ
れ
た
上
で
、
同
月
二
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
関
係
閣
僚

会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三


